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主な根拠法令の略称と正式名称 

略称 根拠法令 

条例 茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成 25 年 3 月 25 日 条例第 10 号） 

予防条例 茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成 25

年 3 月 25 日 条例第 11 号） 

省令 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号） 

予防省令 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労

働省令第３６号） 

省令解釈通知 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス

に関する基準について（平成１８年３月３１日老計発第 0331004

号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号） 

費用基準告示 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２６号） 

予防費用基準告示 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２８号） 

留意事項通知 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８

年３月３１日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老

発第 0331018 号） 

大臣基準告示 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５

号） 

施設基準告示 厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９

６号） 

利用者等告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成２７年厚生

労働省告示第９４号） 

 

 

  

老人福祉法第５条の２、第１４条 

 介護保険の認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）は、老人福祉法上「老

人居宅生活支援事業」の「老人デイサービス事業」として、神奈川県知事への届出の必要が

あります。 
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１ 基準の性格 

 

１．基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基

準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に

努めなければならないこと。 

 

２．指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ

ない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反

することが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に

対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、

相当の期間を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。

ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければならな

い。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前

に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービス

が行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる

こと）ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなっ

たものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止する

ことができるものであること。 

 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けな

かったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前

提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対

応すべきであること。 
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２ 総論 

（１）事業者指定の単位について 

 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機

や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的

なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。 

 

① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行

われること。 

② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業

所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等

でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるよ

うな体制）にあること。 

③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 

④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められ

ること。 

⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。 

 

（２）用語の定義 

 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが、以

下は、同条に定義が置かれている用語について、その意味をより明確なものとするとともに、

基準中に用いられている用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにする

ものである。 

 

【１】常勤換算方法 

 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数

（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当

該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、指定小規

模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所を併設している場合であっ

て、ある従業者が指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定

認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、指定小規模多機能型居宅介護事

業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての勤務時間だけを算入することとなるものである

こと。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和第 13 条

第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業

法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等
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の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に

沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための

所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤

換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として

取り扱うことを可能とする。 

 

【２】勤務延時間数 

 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提

供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合

計数とする。なお、従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該

事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

 

【３】常勤 

 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいうものであ

る。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置

が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場

合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔

てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職

務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるもの

については、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれ

ば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪

問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者

と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に

達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和第 65 条

に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２

条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以

下「介護休業」という。）、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第

24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関す

る制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従

業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

【４】専ら従事する・専ら提供に当たる 

 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう

ものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間
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をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

【５】前年度の平均値 

 

① 基準第 63 条第２項（指定小規模多機能型居宅介護に係る小規模多機能型居宅介護従業者

の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法）、第 90 条第２項（指定認知症対応型共同生

活介護に係る介護従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法）、第 110 条第２項

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る看護職員又は介護職員の員数を算定する場

合の利用者の数の算定方法）、第 131 条第２項（指定地域密着型介護老人福祉施設における

介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の入所者の数の算定方法）及び第 171 条第２項

（指定看護小規模多機能型居宅介護に係る看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数を算定

する場合の利用者の数の算定方法）における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度（毎

年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる。

この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得

た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるもの

とする。 

② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設においては、新設又

は増床分のベッドに関しては、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績

が全くない場合を含む。）の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、

ベッド数（指定小規模多機能型居宅介護に係る小規模多機能型居宅介護従業者又は指定看護

小規模多機能型居宅介護に係る看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数を算定する場合は

通いサービスの利用定員）の 90％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年

未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新

設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者等の延数

を１年間の日数で除して得た数とする。また、減床の場合には、減床後の実績が３月以上あ

るときは、減床後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数とする。ただし、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、これ

らにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するもの

とする。 

なお、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスに係る指定の申請時において通いサー

ビスを行うために確保すべき小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介

護従業者の員数は、基本的には通いサービスの利用定員の 90％を基に算定すべきであるが、

小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容や報酬に照らして

定員相当の利用者が集まるまでに時間を要することも考慮し、当面、新設の時点から６月未

満の間は、３以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた利用者見込数を前

提に算定することとして差し支えない。この場合において、届け出られた通いサービスの利

用者見込数を超える状況となれば、事業者は届出内容を変更する必要がある。 
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（３）指定地域密着型サービスと指定地域密着型介護予防サービスの一体的運営等について 

 

指定地域密着型サービスに該当する各事業を行う者が、指定地域密着型介護予防サービスに

該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型サービスの各事業と指定地域密

着型介護予防サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営されている場合については、介

護予防における各基準を満たすことによって、基準を満たしているとみなすことができるとさ

れたが、その意義は次のとおりである。 

小規模多機能型居宅介護においては、指定地域密着型サービスにおいても、指定地域密着型

介護予防サービスにおいても、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯には、常勤換算方法で、介

護従業者を通いサービスの利用者の数が３又はその端数を増すごとに１人以上、訪問サービス

の提供に当たる介護従業者を１人以上配置しなければならないとされているが、例えば、通い

サービスの利用者について、要介護の利用者が 11 人、要支援の利用者が４人である場合、それ

ぞれが独立して基準を満たすためには、指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、通い

サービスの提供に当たる介護従業者を４人、訪問サービスの提供に当たる介護従業者を１人配

置することが必要となり、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、通いサー

ビスの提供に当たる介護従業者を２人、訪問サービスの提供に当たる介護従業者を１人配置す

ることが必要となるが、一体的に事業を行っている場合については、それぞれの事業所におい

て、要介護の利用者と要支援の利用者とを合算し、利用者を 15 人とした上で、通いサービスの

提供に当たる介護従業者を５人、訪問サービスの提供に当たる介護従業者を１人配置すること

によって、双方の基準を満たすこととするという趣旨である。 

設備、備品についても同様であり、例えば、利用定員 10 人の単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所においては、食堂及び機能訓練室の合計面積は 10 人×３㎡＝30 ㎡を確保す

る必要があるが、この 10 人に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利

用者も含めてカウントすることにより、実態として、要介護者８人、要支援者２人であっても、

要介護者７人、要支援者３人であっても、合計で 30 ㎡が確保されていれば、基準を満たすこと

とするという趣旨である。 

なお、指定地域密着型サービスと指定地域密着型介護予防サービスを同一の拠点で行う場合

であっても、一体的に行わないで、完全に体制を分離して行う場合にあっては、人員について

も設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。 
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１ 基本方針 

（１）認知症対応型通所介護 

 

【基準】 省令第４１条 

指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場

合においても、その認知症である利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあ

る者を除く。）が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身

体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

（２）介護予防認知症対応型通所介護 

 

【基準】 予防省令第４条 

指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その

認知症である利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）が可能

な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支

援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の１①② 

・認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、当該認知症対応型通所介護事業所にお

いて日常生活を送ることに支障があると考えられることから、指定認知症対応型通所介護の

対象とはならない。 

・一般の通所介護と指定認知症対応型通所介護を同一の時間帯に同一の場所を用いて行うこ

とについては、指定認知症対応型通所介護は対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に

配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認め

られない。指定認知症対応型通所介護を一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う

場合には、例えばパーティション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを

提供する空間を明確に区別することが必要である。 
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２ 人員について 

（１）単独型及び併設型の場合 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）①② 

単独型指定認知症対応型通所介護（単独型指定介護予防認知症対応型通所介護）とは、特

別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会

福祉施設又は特定施設に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所

介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）をいう。 

併設型指定認知症対応型通所介護（併設型指定介護予防認知症対応型通所介護）とは、上

記の施設に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護（指定介護予

防認知症対応型通所介護）をいう。 

 

１．管理者 

・事業所ごとに配置すること。 

・専らその職務に従事する常勤の者であること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の２（４） 

専ら従事する： 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと。

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうも

のであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の２（３） 

常勤： 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の

従業者が勤務すべき時間数に達していること。１週間の勤務時間が３２時間を

下回る場合は３２時間を基本とする。ただし、母性健康管理措置又は育児、介

護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者につい

ては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外

的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能

とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在す

る又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、

その他の事業所を含む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に

行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤

務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件

を満たすものであることとする。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が次に該当

する休業を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有

する複数の非常勤の従事者を常勤の従事者の員数に換算することにより、人員

基準を満たすことが可能であることとする。 

対象となる休業 
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◦労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条に規定する休業（産前産後

休業） 

◦母性健康管理措置 

◦育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業 

◦育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業 

◦育児・介護休業法第２３条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は

同法第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号

に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）④イ 

ただし、管理業務に支障がなければ、以下の場合は兼務ができる。 

・当該事業所の他の職務に従事する場合。 

・同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の職務に従事する場合であって、

当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該事

業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員

及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等

の職務に従事する場合。 

 

管理業務に支障があると考えられる場合の例 

・管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合 

・併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員と

兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）・事故発生時

等の緊急時において管理者自身が速やかに当該事業所に駆け付けることができない体

制となっている場合 

 

【基準】 省令第４３条第２項、予防省令第６条第２項 

適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者であること。 

 

※別に厚生労働大臣が定める研修 

・「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していること。 

（上記の研修を修了していないときは、） 

・平成１８年３月３１日までに「実践者研修」又は「基礎課程」を修了し、平成１８年３

月３１日に、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事していること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）④ロ 

ただし、管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県におけ

る研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受け

て都道府県に研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる

場合は当該管理者が研修を修了していない場合であっても差し支えないものとする。 
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２．生活相談員 

【基準】 省令第４２条第１項第１号、予防省令第５条第１項第１号 

サービスの提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に生活相談員が勤務してい

る時間数の合計数を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるため

に必要と認められる数。 

 

【基準】 省令第４２条第６項、予防省令第５条第６項 

 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は常勤であること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）③ホ 

事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、

地域の住民活動等と連携し、事業所を利用しない日でも当該利用者の地域生活を支える地

域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数に

は、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在

宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の

町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらう

などの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のため

に必要な時間も含めることができる。ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図る

ため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるもので

ある。 
 

 

【ポイント】 

・サービスを提供している時間数に応じて、１以上の生活相談員がいなくてはなりません。 

・生活相談員として配置された者は、介護職員ではないので、介護職員としての人数からは

除外されます。 

・生活相談員の資格要件（①～④のいずれかに該当するものとする） 

 ① 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者 

 ② 介護福祉士 

 ③ 介護支援専門員 

 ④ 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で２年以上 

（勤務日数３６０日以上）介護等の業務に従事した者（直接処遇職員に限る） 
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３．看護師若しくは准看護師（看護職員）又は介護職員 

【基準】 省令第４２条第１項第２号、予防省令第５条第１項第２号 

サービスの単位ごとに専ら当該サービスの提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上

及び当該サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該サービ

スの提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供してい

る時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）③ヘ 

 看護職員又は介護職員については、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごと

に２人以上配置する必要があるが必ずしも看護職員を配置しなければならないものではな

い。 

基準第 42条第１項第２号に定める「当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供

している時間数」とは、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位における平均

提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数）とする。 

 

【基準】 省令第４２条第２項、予防省令第５条第２項 

サービスの単位ごとに、前項第二号の看護職員又は介護職員を、常時１人以上当該単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）③ヘ 

 サービスの単位ごとに、常時１人以上当該サービスに従事させなければならない。 

 

【基準】 省令第４２条第６項、予防省令第５条第６項 

 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は、常勤であること。 

 

４．機能訓練指導員 

【基準】 省令第４２条第１項第３号、予防省令第５条第１項第３号 

 １以上配置すること。 

 

【基準】 省令第４２条第５項、予防省令第５条第５項 

当該事業所の他の職務に従事することができる。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）③ト 

 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あ

ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者（はり師又はきゅう師につ

いては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に

従事した経験を有する者に限る。）とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーショ

ン、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務

して行っても差し支えない。 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日】  

 

（問４４）生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち

１人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常

勤職員を配置する必要があるのか。 

 

（回答）営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生

活相談員又は介護職員を１名以上確保していれば足りる。 

 

（問４５）通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導

員を兼ねることができるか。 

 

（回答）（略）③ 認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）及び介護予

防認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）における取扱い 

— 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、以下のａ及びｂを満

たす必要があるとされている。 

ａ 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の単位ごとに、指定認

知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員を１以上配置 

ｂ 指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護）を提供している時間帯に、専ら

指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供に当たる看護職員

又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確

保されるために必要と認められる数を配置 

— 機能訓練指導員の配置基準は、指定認知症対応型通所介護事業所（指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、 

— ａの場合は、看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護

職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは

差し支えない。 

— ｂの場合は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員と

して勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら指

定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供に当たる看護職員と

しての勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②③いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての

業務と機能訓練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や

観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにその実態を

十分に確認することが必要である。 
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【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成２４年３月３０日）】  

 

（問１１）人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所

要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。  

 

（回答）通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）」】  

 

（問１０９）共用型指定（介護予防）認知症対応型通所介護を行う指定（介護予防）認知症

対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定（介護予防）認

知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットが

ある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。  

 

（回答）指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所又はユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所

の利用者及び指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所又はユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の入居者の両方に対してケアを行うのに充分な広さを確保できるので

あれば、どのユニットで受け入れても差し支えない。 

 

 

（２）共用型の場合 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（２）① 

共用型指定認知症対応型通所介護（共用型指定介護予防認知症対応型通所介護）とは、指

定認知症対応型共同性活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所）の居

間又は食堂、指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂又は

共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指

定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）をいう。 

 

１．管理者 

【基準】 省令第４７条第１項、予防省令第１０条第１項 

・事業所ごとに配置すること。 

・専らその職務に従事する常勤の者であること。 

 

ただし、以下のいずれかに該当し、管理業務に支障がなければ兼務ができる。 

a.当該事業所の他の職務に従事する場合。 

b.本体事業所等(※)の職務に従事する場合。 
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c.同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等（本体事業所等を除く。）の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及

び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の

職務に従事する場合。 

d.a 及び bにいずれにも該当する場合。 

e.b 及び cのいずれにも該当する場合。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（２）④イ 

※本体事業所等… 

基準第 45 条第 1 項に規定する本体事業所等をいい、指定（介護予防）認知症対応型共

同生活介護事業所又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施

設を指す。 

 

【基準】 省令第４７条第２項、予防省令第１０条第２項 

適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者であること。 

 

※別に厚生労働大臣が定める研修 

・「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していること。 

（上記の研修を修了していないときは、） 

・平成１８年３月３１日までに「実践者研修」又は「基礎課程」を修了し、平成１８年３

月３１日に、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事していること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（２）④ロ 

ただし、管理者の変更の届出を行う場合について 

は、管理者交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置

し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該管理者が研修を

修了することが確実に見込まれる場合は当該管理者が研修を修了していない場合であっ

ても差し支えないものとする。 
 

 

２．従業者 

【基準】 省令第４５条第１項、予防省令第８条第１項 

指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所の利用者、指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の入所

者の数と当該サービスの利用者の数を合計した数について、認知症対応型共同生活介護（介

護予防認知症対応型共同生活介護）、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着

型介護老人福祉施設の基準を満たすために必要な職について必要な数以上を配置する。 
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３ 利用定員及び設備について 

（１）単独型及び併設型の場合 

【基準】 省令第４２条第４項、予防省令第５条第４項 

単位は、当該サービスの提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを

いい、その利用定員を１２人以下とする。 

 

１．設備及び備品等 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（１）⑤イ～ニ 

・食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること。 

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びにサービスの提供に必要なその他の設

備及び備品等を備えなければならない。 

・設備の基準については、以下のとおり。 

イ．食堂及び機能訓練室 

・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３㎡に利用定員を乗じ

て得た面積以上とすること。 

・食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際

にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては同一の場所とすること

ができる。 

 ロ．相談室 

・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

 

・事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支

障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場

合は事務室）は共用が可能である。ただし、事業所の機能訓練室等と、事業所と併設の関

係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテー

ション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以下の条件に適合する

ことをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 

イ．当該部屋等において、事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーション等を 行

うためのスペースが明確に区分されていること。 

ロ．事業所の機能訓練室等として使用される区分が、事業所の設備基準を満たし、かつ、

指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される区分が、指定

通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものに

ついても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 

なお、設備を共用する場合、基準第６１条により準用する基準第３３条第２項において、

事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよ

う努めなければならないと定めているところであるが、衛生管理等に一層努めること。 

 

【基準】 省令第４４条、予防省令第７条（基準について 第３の二の二の２（３）準用） 

「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規定され

た設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 
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【国Ｑ＆Ａ】 

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）】  

 

（問１０８）共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、 

・指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに１日

当たり３人以下 

・指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設を除く。）においては、施設ごとに１日当たり３人以下 

・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定（介護予防）認知症対応

型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり 12人以下 

とされているが、１日の利用延人員数が３人まで（12人まで）ということか。  

 

（回答）利用定員に係る要件として定められる「１日当たり３人以下（12人以下）」とは、同

一時間帯に受け入れることが可能である人数を示したものであり、従って、例えば午前のみ

（午後のみ）利用する者がいる事業所にあっては、１日の利用延人員数が３人（12人）を超

えることも想定される。 

 

（問１０９）共用型指定（介護予防）認知症対応型通所介護を行う指定（介護予防）認知症

対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定（介護予防）認

知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットが

ある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。  

 

（回答）指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所又はユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所

の利用者及び指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所又はユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の入居者の両方に対してケアを行うのに充分な広さを確保できるので

あれば、どのユニットで受け入れても差し支えない。 
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（２）共用型の場合 

 

【基準】 省令第４６条第１項、予防省令第９条第１項 

利用定員は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所の場合、共同生活住居ごとに１日当たり３人以下とし、指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。）の

場合、施設ごとに１日当たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の場

合、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該サー

ビスの利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の２（２）③ 

１日当たりの利用定員とは、共同生活住居、施設又はユニットごとに、１日の同一時間帯

に受け入れることができる利用者の数の上限である。したがって、半日しか利用しない者が

いる場合は、１日の利用延べ人数は当該利用定員を超えることもある。 

 

【基準】 省令第４６条第２項、予防省令第９条第２項 

共用型指定認知症対応型通所介護事業者（共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者）

は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、

指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは

健康保険法等の一部を改正する法律第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設の運営について３年以上の経験を有する者でなければならな

い。 
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４ 運営について 

（１）内容及び手続の説明及び同意 

 

【基準】 省令第第３条の７第１項準用、予防省令第１１条 

事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、基

準３４号第５４条（介護予防にあっては基準３６号第２７条）に規定する運営規程の概要、従

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２）①準用 

事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供

するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要

事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行

い、サービスを利用することの同意を得なければならない。なお、当該同意については、書

面によって確認することが望ましい。 

 

【ポイント】 

重要事項を記した文書に記載すべきと考えられる事項は、以下のとおりです。 

ア 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

イ 営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間 

ウ 利用定員 

エ サービスの内容、利用料その他の費用の額 

オ 従業者の勤務体制（従業者の職種、員数及び職務の内容、単位ごと） 

カ 通常の事業の実施地域 

キ 緊急時等における対応方法 

ク 苦情処理の体制・相談窓口（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの 

相談・苦情の窓口も記載） 

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項 

コ その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

（従業者の研修、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応など） 

※重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

※重要事項説明書については、説明、同意、交付が必要とされているので、説明、同意、 

交付のすべてが文書で確認できるよう、書式を作成するなど工夫をしましょう。 
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（２）提供拒否の禁止 

 

【基準】 省令第第３条の８準用、予防省令第１２条 

事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（３）準用 

「正当な理由がある場合」とは、①当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれな

い場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その

他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合である。 

 

（３）サービス提供困難時の対応 

 

【基準】 省令第第３条の９準用、予防省令第１３条 

事業者は、事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業

者（介護予防にあっては介護予防支援事業者）への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（４）受給資格等の確認 

 

【基準】 省令第第３条の１０準用、予防省令第１４条 

１．事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、

被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２．事業者は、前項の被保険者証に、法第７８条の３第２項（介護予防事業者にあっては法第

１１５条の１３第２項）の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定

審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努めなければならない。 

 

（５）要介護（要支援）認定の申請に係る援助 

 

【基準】 省令第第３条の１１準用、予防省令第１５条 

１．事業者は、サービスの提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

２．事業者は、指定居宅介護支援（介護予防にあっては介護予防支援（これに相当するサービ

スを含む。））が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、

要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終

了する日の３０日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 
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（６）心身の状況等の把握 

 

【基準】 省令第第２３条準用、予防省令第１６条 

事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者（介護予防

にあっては介護予防支援事業者）が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

 

（７）指定居宅介護支援事業者等（介護予防支援事業者等）との連携 

 

【基準】 省令第第３条の１３準用、予防省令第１７条 

１．事業者は、サービスを提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっ

ては介護予防支援事業者）その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。 

２．事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を

行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっては介護予防

支援事業者）に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

 

（８）法定代理受領サービスの提供（地域密着型介護予防サービス費の支給）を受けるための

援助 

 

【基準】 省令第第３条の１４準用、予防省令第１８条 

事業者は、サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号）第６５条の４（介護予防にあっては第８５条の２）各号のいずれにも該当し

ないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（介護予防にあっては介

護予防サービス計画）の作成を指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっては介護予防支援事

業者）に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領

サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者（介護予防に

あっては介護予防支援事業者）に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを

行う（介護予防にあっては地域密着型介護予防サービス費の支給を受ける）ために必要な援助

を行わなければならない。 

 

（９）居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に沿ったサービスの提供 

 

【基準】 省令第第３条の１５準用、予防省令第１９条 

事業者は、居宅サービス計画（介護予防にあっては介護予防サービス計画）が作成されてい

る場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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（１０）居宅サービス計画等（介護予防サービス計画等）の変更の援助 

 

【基準】 省令第第３条の１６準用、予防省令第２０条 

事業者は、利用者が居宅サービス計画（介護予防にあっては介護予防サービス計画）の変更

を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっては介護予防

支援事業者）への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

【ポイント】 

居宅サービス計画等を変更する場合に、ケアマネジャー等は認知症対応型通所介護等事業

者を集めてサービス担当者会議を開催することになっています。認知症対応型通所介護等事

業者はこの会議に出席しなければなりません。 

 

（１１）サービスの提供の記録 

 

【基準】 省令第３条の１８準用、予防省令第２１条 

１．事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスに

ついて法第４２条の２第６項（介護予防にあっては法第５４条の２第６項）の規定により

利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費（介護予防にあっては地域密着

型介護予防サービス費）の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画（介護予防

にあっては介護予防サービス計画）を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけれ

ばならない。 

２．事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すると

ともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その

情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（１２）準用 

「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法で

ある。 

提供した具体的なサービスの内容等の記録は、基準３４号第６０条第２項（介護予防にあ

っては基準３６号第４０条第２項）の規定に基づき５年間保存しなければならない。 

 

【ポイント】 

「サービスの提供内容」や「適正な職員配置がされていたか」をきちんと記録に残さなけ

ればなりません。記録の様式は特に定まっていませんが、次の点を参考にして作成・見直し

をしてください。 

〈勤務体制について〉 

提供日ごと、単位ごとにどの職種にどの職員が勤務したか分かるようにすること。 

〈利用者に対するサービス内容について〉 

・サービスの提供開始時間、終了時間が記載されていること。 

 ・送迎（片道か往復か）の有無、入浴の有無等に関係する記録があること。 

・送迎の記録（事業所の発着時間、利用者名、車輌の種別、運転者名等）があること。 
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（１２）利用料等の受領 

 

【基準】 省令第２４条準用、予防省令第２２条 

１．事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から

利用料の一部として、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額（介護予防

にあっては地域密着型介護予防サービス費用基準額）から当該事業者に支払われる地域密

着型介護サービス費（介護予防にあっては地域密着型介護予防サービス費）の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２．事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額（介護予防

にあっては地域密着型介護予防サービス費用基準額）との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３．事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用 

二 サービスに通常要する時間を超えるサービスであって利用者の選定に係るものの提

供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常のサービスに係る地域密着型介護サ

ービス費用基準額（介護予防にあっては地域密着型介護予防サービス費用基準額）を

超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められる費用 

４．前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

※「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 

（平成１７年９月７日厚生労働省告示第 419 号）」 

  ※「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて （平成１２年３月３０

日老企第 54 号）」 

５．事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得

なければならない。 

 

【ポイント】 

「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」とは、 

①利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する 

場合に係る費用 → 例えば、歯ブラシや化粧品等 

②利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する 

場合に係る費用 → 例えば、サービス提供の一環として実施するクラブ活動や 
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行事における材料費等 

すべての利用者に対して一律に提供するものについては、その他の日常生活費として徴収

することはできません。 

 

（１３）保険給付の請求のための証明書の交付 

 

【基準】 省令第３条の２０準用、予防省令第２３条 

事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合

は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供

証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

（１４）基本取扱方針 

 

【基準】 省令第５０条、予防省令第４１条 

１．指定認知症対応型通所介護（介護予防にあっては指定介護予防認知症対応型通所介護)

は、利用者の認知症の症状の進行の緩和（介護予防にあっては介護予防）に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２．事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

 

【基準】 省令第４１条 

３．指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４．指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を

阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５．指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、

利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

 

（１５）具体的取扱方針 

 

【基準】 省令第５１条 （指定認知症対応型通所介護） 

１．指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏ま

え、妥当適切に行うものとする。 

２．指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 
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３．サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう

に、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う

ものとする。 

４．従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

５．サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

６．前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

７．サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行うものとする。 

８．指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する

ものとする。 

 

【基準】 予防省令第４２条 （指定介護予防認知症対応型通所介護） 

１．サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当

者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等

利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

２．事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、

サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供

を行う期間等を記載したサービス計画を作成するものとする。 

３．サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

４．事業所の管理者は、サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

５．事業所の管理者は、サービス計画を作成した際には、当該サービス計画を利用者に交付

しなければならない。 

６．サービスの提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏ま

え、妥当適切に行うものとする。 

７．サービスの提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

８．サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必

要な支援を行うものとする。 

９．サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

１０．サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。 

１１．前号の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
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１２．サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供を行うものとする。 

１３．従業者は、サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該サービス計画に

記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該サー

ビス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）を行うものとする。 

１４．事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に

係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければなら

ない。 

１５．事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じてサービス計画の変更

を行うものとする。 

１６．第一号から第十四号までの規定は、前号に規定するサービス計画の変更について準用

する。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の３（１）③ 

サービス提供は事業所内で行うことが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合にお

いては、事業所の屋外でサービスを提供することができる。 

イ．あらかじめサービス計画に位置付けられていること。 

ロ．効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

 

【ポイント】 

認知症対応型通所介護サービスの一環として、屋外におけるサービス提供を行う場合に

は事業所外の利用者と事業所内に残っている利用者のそれぞれの人数に対応する人員の配

置が必要となります。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の３（１）④ 

基準第５１条第４号で定める「サービスの提供方法等」とは、認知症対応型通所介護計

画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

 

（１６）認知症対応型通所介護計画の作成 

 

【基準】 省令第５２条、予防省令第４２条 

１．事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したサ

ービス計画を作成しなければならない。 

２．サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３．事業所の管理者は、サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４．事業所の管理者は、サービス計画を作成した際には、当該サービス計画を利用者に交付

しなければならない。 
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５．従業者は、それぞれの利用者について、サービス計画に従ったサービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行う。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の３（２）⑤ 

交付したサービス計画は、省令第６０条第２項（予防省令第４０条第２項）の規定に基

づき、５年間保存しなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（１７）⑫準用 

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している事業者は、当該居宅サービス計画を作

成している指定居宅介護支援事業者からサービス計画の提供の求めがあった際には、当該サ

ービス計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

【ポイント】 

利用者に対する説明・同意・交付は必ず行ってください。また、それが記録として残っ

ていることも必要です。 

 

（１７）利用者に関する市町村への通知 

 

【基準】 省令第３条の２６準用、予防省令第２４条 

事業者は、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させた（介護予防にあっては要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又

は要介護状態になった）と認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（１８）緊急時等の対応 

 

【基準】 省令第１２条準用、予防省令第２５条 

従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。          
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（１９）管理者の責務 

 

【基準】 省令第２８条準用、予防省令第２６条 

１．管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２．管理者は、従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。          

 

【ポイント】 

管理者は、具体的には次の内容を行うことが必要です。 

〈従業員の勤務管理〉 

 ・タイムカード等によって出勤状況を確認する。 

 ・基準に沿った勤務配置を組むこと。 

 ・適正な勤務形態であったか、実績を確認すること。 

〈労働関係法令の遵守〉 

 ・従業者の雇用や給与に関する書類を整備すること。 

・従業者に対する健康診断の実施等、労働関係法令を遵守すること 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）】  

 

（問１８４）管理者に求められる具体的な役割は何か。 

 

（回答）「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成 11

年９月 17日付け老企第 25 号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基

本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把

握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守さ

せるために必要な指揮命令を行うこととしている。 

具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

≪参考≫ 

・「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄）（令和元年度老人保健健康増進等事業

「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する調査

研究」（一般社団法人シルバーサービス振興会）） 

第１章第２節管理者の役割 

１．管理者の位置づけ及び役割の重要性 

２．利用者との関係 

３．介護にともなう民法上の責任関係 

４．事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有 

５．理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知 

６．事業計画と予算書の策定 

７．経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント 

８．記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有 
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（２０）運営規程 

 

【基準】 省令第５４条、予防省令第２７条 

事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

１．事業の目的及び運営の方針 

２．従業者の職種、員数及び職務の内容 

３．営業日及び営業時間 

４．サービスの利用定員 

５．サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

６．通常の事業の実施地域 

７．サービス利用に当たっての留意事項 

８．緊急時等における対応方法 

９．非常災害対策 

１０．虐待の防止のための措置に関する事項 

１１．その他運営に関する重要事項 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の三の３（３）① 

３．営業日及び営業時間について 

８時間以上９時間未満のサービスの前後に連続して延長サービスを行う事業所は省令第

４２条（予防省令第５条）にいう提供時間帯とは別に当該延長サービスを行う時間を運営

規程に明記すること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の二の二の３（５）⑤準用 

９．非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２１）⑥準用 

１０．虐待の防止のための措置に関する事項について  

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）

や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法を指す内容であること。 

 

【ポイント】 

指定を受ける際に作成した運営規程に修正をする必要が生じたときは、速やかに変更届

を提出してください。 
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（２１）勤務体制の確保等 （共通事項テキストもあわせて確認してください） 

 

【基準】 省令第３０条準用、予防省令第２８条 

１．事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２．事業者は事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならな

い。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３．事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。そ

の際、当該事業者は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

４．事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の二の二の３（６）①準用 

原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専

従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等

を明確にすること。 

 

（２２）定員の遵守 

 

【基準】 省令第３１条準用、予防省令第２９条 

事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（２３）業務継続計画の策定 （共通事項テキストもあわせて確認してください） 

 

【基準】 省令第３条の３０の２準用、予防省令第２８条の２ 

１．事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２．事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的（年１回以上）に実施しなければならない。 

３．事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 
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（２４）非常災害対策 

 

【基準】 省令第３２条準用、予防省令第３０条 

１．事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携

体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行わなければならない。 

２．事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に

努めなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の二の二の３（８）準用 

①「関係機関への通報及び連携体制」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民

との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求める

こととしたものである。 

「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（こ

れに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場

合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火

管理者を置くこととされている事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防

火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所においても、防火管理について責任

者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

 

②同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の

訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたもの

であり、そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日

頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づ

くりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具

体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（２５）衛生管理等 （共通事項テキストもあわせて確認してください） 

 

【基準】 省令第３３条準用、予防省令第３１条 

１．事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２．事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲

げる措置を講じなければならない。 

  ア 当該事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

  イ 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

  ウ 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 
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（２６）掲示 

 

【基準】 省令第３条の３２準用、予防省令第３２条 

１．事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要

事項」という。）を掲示しなければならない。 

２．事業者は、重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による提示に代えることができる。 

３．事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

 

【ポイント】 

・掲示は、事業所内の目につきやすい場所に掲示することがポイントです。 

・壁に貼り出したり、ファイルにしたりして設置しましょう。 

・ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことを

いいます。 

 

（２７）秘密保持等 

 

【基準】 省令第３条の３３準用、予防省令第３３条 

１．従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２．事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２６）②準用 

「必要な措置」とは、従業者が従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措

置をいう。 

 

３．事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

 

【ポイント】 

個人情報の保護に関する規程を整備しておきましょう。詳しくは、「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を参考にしましょう。 
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（２８）広告 

 

【基準】 省令第３条の３４準用、予防省令第３４条 

事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとし

てはならない。 

 

（２９）居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に対する利益供与の禁止 

 

【基準】 省令第３条の３５準用、予防省令第３５条 

事業者は、指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっては介護予防支援事業者）又はその従

業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

（３０）苦情処理 

 

【基準】 省令第３条の３６準用、予防省令第３６条 

１．事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２８）①準用 

「必要な措置」とは、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を

処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービ

スの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載するとともに、

事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等をいう。 

 

２．事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。 

３．事業者は、提供したサービスに関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の

物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及

び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

４．事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけ

ればならない。 

５．事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が

行う法第１７６条第１項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から

同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

６．事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国

民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 
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【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２８）②準用 

省令第６０条第２項（予防省令第４０条第２項）の規定に基づき、苦情の内容等の記録

は、５年間保存しなければならない。 

 

（３１）地域との連携等 

 

【基準】 省令第３４条準用、予防省令第３９条 

１．事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事

業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６

第１項に規定する地域包括支援センターの職員、サービスについて知見を有する者等により

構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならない。）（以下「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回

以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、

運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

運営推進会議： 

事業者が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等

を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサ

ービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事

業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置

されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものである。また、地域の住民の代

表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。 

運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者又はその家族（以下この項目において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電

話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること 

なお、事業者と他の地域密着型サービス事業所を併設している場合においては、１つの運営

推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えない。 

 また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲

げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えな

い。 

ア 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ

と。 

イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形

成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業

所であっても差し支えないこと。 

（基準について第３の二の二の３（１０）①準用） 
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２．事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記

録を公表しなければならない。 

３．事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４．事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に

関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の一の４（２９）④準用 

「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老

人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれる。 

 

５．事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供

する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう

努めなければならない。 

 

（３２）事故発生時の対応 

 

【基準】 省令第３５条準用、予防省令第３７条 

１．事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者（介護予防にあっては介護予防支

援事業者）等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２．事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならな

い。 

３．事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならない。 

４. 事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（介護予防にあっては単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護）以外のサービスの提供により事故が発生した場合

は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の二の二の３（１１）準用 

省令第６０条第２項（予防省令第４０条第２項）の規定に基づき、事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録は、５年間保存しなければならない。 

 

【ポイント】 

保険者（市町村）に対して提出していない事故報告書はありませんか？ 

事故発生時には、その事故の内容等を保険者へ報告することが義務付けられています。

報告までの手順を事業所内で確認しておきましょう。 

 （報告すべき事故の範囲） 

・サービスの提供による利用者の怪我又は死亡事故の発生 
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・食中毒及び感染症、結核の発生 

・職員（従業者）の法令違反、不祥事等 

・その他報告が必要と認められる事故の発生 

 （報告先） 

・被保険者の属する保険者 

・事業所、施設が所在する市町村 

 

（３３）虐待の防止 （共通事項テキストもあわせて確認してください） 

 

【基準】 省令第３条の３８の２準用、予防省令第３７条の２ 

 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 一 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底すること。 

 二 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 三 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）

に開催すること。 

 四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（３４）会計の区分 

 

【基準】 省令第３条の３９準用、予防省令第３８条 

事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、サービスの事業の会計とその他の事業の

会計を区分しなければならない。 

 

（３５）記録の整備 

 

【基準】 省令第６０条、予防省令第４０条 

１．事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

２．事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第３の二の二の３（１３）準用 

「その完結の日」とは、基準３４号第６０条第２項第１号から第６号までの記録（介護

予防にあっては基準３６号第４０条第１号から第６号）については、個々の利用者につ

き、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を

含む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項第７号の記録（介護予防にあって

も同様）については、基準３４号第３４条の第１項の運営推進会議を開催し、同条第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 
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一 認知症対応型通所介護サービス計画 

二 具体的なサービスの内容等の記録 

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

四 市町村への通知に係る記録  

五 苦情の内容等の記録 

六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

七 報告、評価、要望、助言等の記録 

 

【ポイント】 

提供したサービス内容等の記録として、次の書類を整備しておきましょう。 

１ 重要事項説明書 

 ２ 契約書 

 ３ 各種計画書 

 ４ アセスメントの記録 

 ５ 居宅サービス計画 

 ６ 業務日誌（サービス提供日、サービス提供開始時間、サービス提供終了時間、利用

者名、サービス提供者名（職種ごとに記載）、サービス提供の状況（送迎、入浴、食

事摂取、バイタル、レクリエーションの内容等）） 

 ７ 個人記録（サービス提供日、個人の様子、目標等の達成状況等） 

 ８ 送迎記録 

 ９ 請求書・領収証の控え 

 

記録の保管は、データで保管する事も可能です。（個人情報をデータで保管する場合はファイル

にパスワードを設定するなど、取り扱いには注意が必要です。） 
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５．介護報酬に関する基準 

（１）基本報酬 

 

【基準】 費用基準告示 別表、予防費用基準告示 別表 

     地域区分 ４級地：１単位＝10.66 円、５級地：１単位＝10.55 円 

 

認知症対応型通所介護費（Ⅰ）（ⅰ）単独型 

介護度 
所要時間 

３時間以上４時間未満 ４時間以上５時間未満 ５時間以上６時間未満 

要支援１ ４７５単位 ４９７単位 ７４１単位 

要支援２ ５２６単位 ５５１単位 ８２８単位 

要介護１ ５４３単位 ５６９単位 ８５８単位 

要介護２ ５９７単位 ６２６単位 ９５０単位 

要介護３ ６５３単位 ６８４単位 １，０４０単位 

要介護４ ７０８単位 ７４１単位 １，１３２単位 

要介護５ ７６２単位 ７９９単位 １，２２５単位 

介護度 
所要時間 

６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 ８時間以上９時間未満 

要支援１ ７６０単位 ８６１単位 ８８８単位 

要支援２ ８５１単位 ９６１単位 ９９１単位 

要介護１ ８８０単位 ９９４単位 １，０２６単位 

要介護２ ９７４単位 １，１０２単位 １，１３７単位 

要介護３ １，０６６単位 １，２１０単位 １，２４８単位 

要介護４ １，１６１単位 １，３１９単位 １，３６２単位 

要介護５ １，２５６単位 １，４２７単位 １，４７２単位 
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認知症対応型通所介護費（Ⅰ）（ⅱ）併設型 

介護度 
所要時間 

３時間以上４時間未満 ４時間以上５時間未満 ５時間以上６時間未満 

要支援１ ４２９単位 ４４９単位 ６６７単位 

要支援２ ４７６単位 ４９８単位 ７４３単位 

要介護１ ４９１単位 ５１５単位 ７７１単位 

要介護２ ５４１単位 ５６６単位 ８５４単位 

要介護３ ５８９単位 ６１８単位 ９３６単位 

要介護４ ６３９単位 ６６９単位 １，０１６単位 

要介護５ ６８８単位 ７２０単位 １，０９９単位 

介護度 
所要時間 

６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 ８時間以上９時間未満 

要支援１ ６８４単位 ７７３単位 ７９８単位 

要支援２ ７６２単位 ８６４単位 ８９１単位 

要介護１ ７９０単位 ８９４単位 ９２２単位 

要介護２ ８７６単位 ９８９単位 １，０２０単位 

要介護３ ９６０単位 １，０８６単位 １，１２０単位 

要介護４ １，０４２単位 １，１８３単位 １，２２１単位 

要介護５ １，１２７単位 １，２７８単位 １，３２１単位 

 

認知症対応型通所介護費（Ⅱ）共用型 

介護度 
所要時間 

３時間以上４時間未満 ４時間以上５時間未満 ５時間以上６時間未満 

要支援１ ２４８単位 ２６０単位 ４１３単位 

要支援２ ２６２単位 ２７４単位 ４３６単位 

要介護１ ２６７単位 ２７９単位 ４４５単位 

要介護２ ２７７単位 ２９０単位 ４６０単位 

要介護３ ２８６単位 ２９９単位 ４７７単位 

要介護４ ２９５単位 ３０９単位 ４９３単位 

要介護５ ３０５単位 ３１９単位 ５１０単位 

介護度 
所要時間 

６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 ８時間以上９時間未満 

要支援１ ４２４単位 ４８４単位 ５００単位 

要支援２ ４４７単位 ５１３単位 ５２９単位 

要介護１ ４５７単位 ５２３単位 ５４０単位 

要介護２ ４７２単位 ５４２単位 ５５９単位 

要介護３ ４８９単位 ５６０単位 ５７８単位 

要介護４ ５０６単位 ５７８単位 ５９７単位 

要介護５ ５２２単位 ５９８単位 ６１８単位 
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（２）加算・減算【概要】 

 

加算種類 介護 予防 

時間延長サービス加算 ○ ○ 

入浴介助加算 ○ ○ 

生活機能向上連携加算 ○ ○ 

個別機能訓練加算 ○ ○ 

ＡＤＬ維持等加算 ○ － 

若年性認知症利用者受入加算 ○ ○ 

栄養アセスメント加算 ○ ○ 

栄養改善加算 ○ ○ 

口腔・栄養スクリーニング加算 ○ ○ 

口腔機能向上加算 ○ ○ 

科学的介護推進体制加算 ○ ○ 

サービス提供体制強化加算 ○ ○ 

介護職員等処遇改善加算 ○ ○ 

※加算がある：○、加算がない：× 
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（３）入浴介助加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注８、予防費用基準告示 別表 １の注８ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行って当該基準による入浴介

助を行った場合は、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

【大臣基準告示】 十四の五 

入浴介助加算（Ⅰ）（１日につき４０単位） 

次のいずれにも適合すること。 

(１) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であるこ

と。 

(２) 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

 

入浴介助加算（Ⅱ）（１日につき５５単位） 

次のいずれにも適合すること。 

(１) 入浴介助加算（Ⅰ）に掲げる基準に適合すること。 

(２) 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動

作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地

域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以

下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利

用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当

該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認めら

れる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福

祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住

宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅

への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情

報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま

え、医師等が当該評価及び助言を行っても差し支えないものとする。 

(３) 当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身

体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作

成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することを

もって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。 

(４) (3)の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。以下同じ。)又は利用者の居宅の

状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や、使用する浴槽の深さ及び高さ

等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の

浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。 
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【留意事項通知】 第２の４（１１）（第３の２（１０）準用） 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定され

るものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のこと

であり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の

力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うこと

により、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の

対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する

上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを

含むものとする。 

② 入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会

を指すものとする。 

③ 認知症対応型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事

情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）の①から③までを準用する。この場合において、①の「入浴介助加

算（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅 で入浴

介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下「家族・訪問介護員等」 という。）の

介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評

価するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に

応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるよう

になるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた

上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動

作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、

地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者

（以下、「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得するに

あたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動

作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入

浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・

訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定認知症

対応型通所介護事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し

評価した者が、指定認知症対応型通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書

面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、

利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を

行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又

は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相

談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用

具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 
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なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が居宅

を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び助言を行

うこともできることとする。ただし、情報通信機器等の活用については、当該利用者等

の同意を得なければならないこと。また、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ｂ 指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を

訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利

用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴

計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助

を行う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大浴槽等において

も、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴

槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現してい

ることとして差し支えないこととする。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達

成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入

浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行

われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を

参考にすること。 

 

 

【ポイント】 

入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャ

ワー浴含む）等である場合は、加算を算定することができます。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）】  

 

（問６０）入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。 

 

（回答）・具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介

助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等

が挙げられるが、これらに限るものではない。 

・なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図

るため、継続的に研修の機会を確保されたい。 

 

（問６１）情報通信機器等を活用した訪問する者（介護職員）と評価をする者（医師等）が

画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 

 

（回答）情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進



令和７年度認知症対応型通所介護テキスト 

43 

行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環

境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもら

う事で要件を満たすこととしている。 

 

（問６２）入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ

り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」

とはどのような場所が想定されるのか。 

 

（回答）・利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使

用する場合も含む。）を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴

室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する

には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすこと

により、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算

定することとしても差し支えない。 

①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは

介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相

談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及

び経験を有する者が利用者の動作を評価する。 

②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴に関す

る福祉用具等）を備える。 

③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携

の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴

計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 

⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できる

ようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

・なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。 

 

（問６３）入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは

介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相

談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及

び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境

を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」

とはどのような者が想定されるか。 

 

（回答）福祉・住環境コーディネーター２級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリ

テーションについても同様に取扱う。 
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【国Ｑ＆Ａ】 

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８）（令和３年４月２６日）】  

 

（問４）入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状

況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的に

どのような介助を想定しているのか。 

 

（回答）利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が

自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見

守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行

う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、

その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日

頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。 

 

＜参考：利用者の状態に応じた身体介助の例＞ 

※ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないもの

ではない。 

 

◆座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合◆ 

 

◎介助者の動作 

→シャワーチェア（座面の高さが浴槽の高さと同等のもの）、浴槽用手すり、浴槽内いすを準

備する。 

 

●利用者の動作 

→シャワーチェアに座る。 

 

●利用者の動作 

→シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁に腰掛ける。 

◎介助者の動作 

→介助者は、利用者の足や手の動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身や下肢

を支える。 

 

●利用者の動作 

→足を浴槽に入れる。 

◎介助者の動作 

→介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に応じ

て、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足をいれるための持ち上げ動作を支える。 

 

●利用者の動作 

→ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛けて、湯船につかる。 

◎介助者の動作 
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→声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を支える 

 

●利用者の動作 

→浴槽用手すりにつかまって立つ。 

◎介助者の動作 

→必要に応じて、利用者の上半身を支える。 

 

●利用者の動作 

→浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、足を浴槽から出す。 

◎介助者の動作 

→必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持

ち上げ動作を支える。 

 

●利用者の動作 

→浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェアに腰掛ける。 

◎介助者の動作 

→必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。 

 

●利用者の動作 

→シャワーチェアから立ち上がる。 

 

（問５）入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（手す

りなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの）に

て、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置するこ

と等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないの

か。 

 

（回答）例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可

動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い

環境が再現されていれば、差し支えない。 
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（５）生活機能向上連携加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注９、予防費用基準告示 別表 １の注９ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型通所

介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別

機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(Ⅰ)については、利用者の

急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月

につき、(Ⅱ)については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。また、個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は１月につき１００

単位を所定単位数に加算する。 

 

【大臣基準告示】 十五の二、百二十一の四 

生活機能向上連携加算(Ⅰ)（１月につき１００単位） 

次のいずれにも適合すること。 

(１) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が二百床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに

限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号におい

て「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定認知症対応型通所介護事業所

の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成

を行っていること。 

(２) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切

に提供していること。 

(３) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること 

 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)（１月につき２００単位） 

(１) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定認知症対応型通

所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた

機能訓練を適切に提供していること。 

(２) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切

に提供していること。 

(３) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること 
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【留意事項通知】 第２の４（８）（第３の２（１２）準用） 

①生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあって

は、許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以

内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は医師（以下「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定認知症対応型通

所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評

価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練

指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。この場

合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理

学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況に

ついて、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定認知

症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレ

ビ電話を用いて把握した上で、当該指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員

等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合において

は、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握する

ことができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものと

する。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載し

なければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当

する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする

こと。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載

する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとす

ること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能

訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又

はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上

で、必要に応じて当該利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）

の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直

しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 
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・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の

進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して

個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。また、利

用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとするこ

と。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなら

ないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管 され、

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回

の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直

した場合には、本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により

個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提

供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

 

②生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士

等が、当該指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等

と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ

と。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の

工夫等に関する助言を行うこと。この場合の「リハビリテーションを実施している医療

提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病

院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又

はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上

で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬや

ＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行

うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、機

能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練

指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や

進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこ

と。 

ハ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定

している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

 

 



令和７年度認知症対応型通所介護テキスト 

49 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３０年３月２３日）】  

 

（問１０９）指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務につい

て指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療

提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に

支払うことになると考えてよいか。 

 

（回答）貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定す

る必要がある。 

 

（問１１０）生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若し

くは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設（原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。）と連携する場合も算定できるものと

考えてよいか。 

 

（回答）・貴見のとおりである。 

・ なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手と

して想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテ

ーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活用、地域との連携の促進

の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 
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（６）個別機能訓練加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１０、予防費用基準告示 別表 １の注１０ 

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)（１月につき２７単位） 

 

 指定（介護予防）認知症対応型通所介護を行う時間帯に１日１２０分以上、専ら機能訓練指

導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩

マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下

「理学療法士等」という。）を１名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定（介護予防）認

知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計

画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算（Ⅰ）として、１日につき２７単位

を所定単位数に加算する。 

 

個別機能訓練加算(Ⅱ)（１月につき２０単位） 

 

また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容

等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、１月に

つき２０単位を所定単位数に加算する。 

 

【留意事項通知】 第２の４（９） 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能計画に基づき、計画的に行った機能訓

練（以下「個別機能訓練」という。）について算定する。 

② 個別機能訓練は 1日１２０分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

等を１名以上配置して行うものであること。この場合において、例えば、１週間のうち

特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日におけるサービスのみが

当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあら

かじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、認

知症対応型通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する

場合には、当該職務の時間は、認知症対応型通所介護事業所における看護職員としての

人員基準の算定に含めない。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別

機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等につい

て評価等を行う。なお、認知症対応型通所介護においては、個別機能訓練計画に相当す

る内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能
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訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３か月後に１回以上利用者に対して個別

機能訓練計画の内容を説明する。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用

者の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管

され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能な状態であるようにす

ること。 

⑥ 個別機能訓練加算(Ⅱ)を取得する場合、厚生労働省への情報の提出については、ＬＩ

ＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的

介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機

能訓練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の

見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質

の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 
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（７）ＡＤＬ維持等加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１１ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届け出を行った単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、利用者に

対して指定認知症対応型通所介護を行った場合は、評価対象期間（ＡＤＬ維持等加算の算定を

開始する月の前年の同月から起算して１２月までの期間）の満了日の属する月の翌月から１２

月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

 

【大臣基準告示】 十六の二 

イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)（１月につき３０単位） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（（2）において「評価対象利用期

間」という。）が６月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が１０人以

上であること。 

（2）評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」と

いう。）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合に

ついては当該サービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に

基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労

働省に当該測定を提出していること。 

（3）評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値か

ら評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づ

き算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が１以上であること。 

 

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)（１月につき６０単位） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）イ（1）及び（2）の基準に適合するものであること。 

（2）評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１０） 

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものと

する。 

② 大臣基準告示第 16号の２イ(２)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥ

を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機



令和７年度認知症対応型通所介護テキスト 

53 

能訓練の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その他評価結果を踏まえた当該計画

の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

③ 大臣基準告示第 16号の２イ(３)及びロ(２)におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始

月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定

したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤ

Ｌ値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

 

ＡＤＬ値が  ０  以上 ２５ 以下 １ 

ＡＤＬ値が ３０ 以上 ５０ 以下 １ 

ＡＤＬ値が ５５ 以上 ７５ 以下 ２ 

ＡＤＬ値が ８０ 以上１００以下 ３ 

 

④ ③においてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多

い順に、上位 100 分の 10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。）及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下この(８)に

おいて「評価対象期間」という。）とする。 

⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出

ている場合は、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。 

⑥ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定している場

合、ＡＤＬ利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り算定

を継続することができる。 
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（８）若年性認知症利用者受入加算（１日につき６０単位） 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１２、予防費用基準告示 別表 １の注１１ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、若年性認知

症利用者に対して、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算

として、1日につき６０単位を所定単位数に加算する。 

 

【大臣基準告示】 十八 

 受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごと

に個別に担当者を定めていること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１２）（第３の２（１６）準用） 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者

の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

（９）栄養アセスメント加算（１月につき５０単位） 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１３、予防費用基準告示 別表 １の注１２ 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄

養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決す

べき課題を把握することをいう。以下同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算として、

１月につき５０単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係

る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算

定しない。 

（1）当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置している

こと。 

（2）利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の 者（以

下「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はそ

の家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

（3）利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当

該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

（4）定員超過利用・人員基準欠如に該当していない単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１３）（第３の２（１７）準用） 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 
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② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業

所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定

する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置して

いるものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運

営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行う

ものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこ

と。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ご

との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を

行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄

養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専員と情

報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する

こと。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間

及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しな

いが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養

改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養

改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービ

スの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用

者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当

該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこ

と。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 
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（１０）栄養改善加算（１回につき２００単位） 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１４、予防費用基準告示 別表 １の注１３ 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用

者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算と

して、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき（介護予防にあっては、１月

につき）２００単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごと

の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行う

ことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 

（1） 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

（2） 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂食・嚥

下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

（3） 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養

士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録してい

ること。 

（4） 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

（5） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していない単独型・併設型指定（介護予防）認知症

対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所であるこ

と。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１４）（第３の２（１８）準用） 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員

数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているも

のに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する

「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うもので

あること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからホのいずれかに該当する者であって、

栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが１８．５未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」（平成１８年６月９日老発０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に

規定する基本チェックリストのＮｏ.１１の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 
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なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当

するかどうか、適宜確認されたい。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、

（14）、（15）のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいず

れかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、（19）、（20）のい

ずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から（25）の項目において、

２項目以上「１」に該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。 

  イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

 ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形

態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメン

ト」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき

栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成するこ

と。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護においては、栄

養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その

記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

  ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供する

こと。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正するこ

と。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課

題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該

利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主

として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供するこ

と。 

 ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむ

ね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者

を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 

  ヘ 指定地域密着型サービス基準第６１条において準用する第３条の１８（介護予防指

定地域密着型介護予防サービス基準第２１条）に規定するサービスの提供の記録にお

いて利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録

する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期

的に記録する必要はないものとすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、

継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると
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認められる者については、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 

 

（１１）口腔・栄養スクリーニング加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１５、予防費用基準告示 別表 １の注１４ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利

用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・

栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スク

リーニング加算を算定している場合は算定しない。 

 

【大臣基準告示】 十九の二 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)（１回につき２０単位） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利

用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそ

れのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護

支援専門員に提供していること。 

（2）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の

栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善

に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

（3）定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

（4）算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

（一）栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが

必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）である

こと。 

（二）当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間

である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のス

クリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機

能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（5）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定し

ていないこと。 
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 ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)（１回につき５単位） 

  次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（1） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、

栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属す

る月を除く。）であること。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サ

ービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではな

いこと。 

（2） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サー

ビスが終了した日の属する月ではないこと。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サ

ービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔

の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判

断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（四）他の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定

していないこと。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１５）（第３の２（１９）準用） 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口

腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」

という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意す

ること。なお、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握

すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実

施すべきものであること。ただし、大臣基準第十九号の二 ロに規定する場合にあっては、

口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニン

グ加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、そ

れぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。な

お、口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビ

リテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照された

い。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 
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ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

    a ＢＭＩが１８．５未満である者 

    b １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストのＮｏ．１１の項目が「１」に該当する者 

c 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

d 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で

決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は

栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの

結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口

腔機能向上サービスの提供が必要と判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の

算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること 
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（１２）口腔機能向上加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１６、予防費用基準告示 別表 １の注１５ 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下し

ている利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導

若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下

「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲

げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき（介護予防にあっ

ては、１月につき）次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機

能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、

口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算

定することができる。 

 

【大臣基準告示】 五十一の十三（二十号準用）、百二十一の五（二十号準用） 

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)（１５０単位） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

（2）利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画

を作成していること。 

（3）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が

口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録してい

ること。 

（4）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

（5）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)（１６０単位） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）イ（1）から（5）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（2）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔

機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な

実施のために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１６）（第３の２（２０）準用） 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者で



令和７年度認知症対応型通所介護テキスト 

62 

あって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において

「１」以外に該当する者 

 ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１４）、（１５）の３項目のうち、

２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることか

ら、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受

診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスと

して「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、

加算は算定できない。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの

口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛

生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項

等を記載した口腔機能向上改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管

理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護においては、口腔機能改善管理

指導計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用

者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に

実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当

する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービス基準第６１条において準用する第３条の１８（介護予防指定

地域密着型介護予防サービス基準第２１条）に規定するサービスの提供の記録において

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が

利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算

定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続

的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能

の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上

サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態

の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能

訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

⑧  厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ
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の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用

し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支

援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・

改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行

うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資

するため、適宜活用されるものである。 
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（１３）科学的介護推進体制加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１７、予防費用基準告示 別表 １の注１６ 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所が、利用者に対し指

定認知症対応型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき４０単

位を所定単位数に加算する。 

（1）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況

等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（2）必要に応じて認知症対応型通所介護計画を見直すなど、指定認知症対応型通所介護の提供

に当たって、（1）に規定する情報その他指定認知症対応型通所介護を適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１７）（第３の２（２１）準用） 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに上記に掲

げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであるこ

と。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実

行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高

いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であ

り、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に

提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するため

のサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防

止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所

の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービ

スの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資

するため、適宜活用されるものである。 
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 【国Ｑ＆Ａ】 

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）】  

 

（問１７）ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報

が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

 

（回答）ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力い

ただくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を

収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提

出自体については、利用者の同意は必要ない。 

 

（問１８）加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定

に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 

 

（回答）加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該

者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得

られた利用者又は入所者について算定が可能である。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）】  

 

（問１７１）月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が

十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属す

る月（以下、「利用開始月」という。）の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支え

ないとあるが、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定

可能か。 

 

（回答）・事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサ

ービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サー

ビスの利用を開始した翌月の 10 日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者

に限っては利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとしてい

る。 

・ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開始月

の翌月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算

定はできない。当該月の翌々月の 10 日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より

算定が可能。 

・また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月

までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

・なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録

等に明記しておく必要がある。 
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（問１７２）事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用

開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該

利用者以外については算定可能か。 

 

（回答）・原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算につい

て、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情

報を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば

算定できる。 

・なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

・ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に

係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１０）（令和６年９月２７日）】  

 

（問４）要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」と

されていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

 

（回答）「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。 

・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行

う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出がで

きなかった場合・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定

できず、一部の情報しか提出できなかった場合 

・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合 

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。 

→LIFE システム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難

な場合 

→介護ソフトのバージョンアップ（LIFE の仕様に適応したバージョンへの更新）が間に合わ

ないことで期限までのデータ提出が困難な場合 

→LIFE システムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間

に合わない等、データ提出が困難となった場合 

等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定

することは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。 
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（１４）サービス提供体制強化加算（１回につき） 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３のハ、予防費用基準告示 別表 １のハ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所が、利用者に対

し、サービスの提供を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

【大臣基準告示】 五十二、百二十二（五十二号準用） 

 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)（１回につき２２単位） 

 次のいずれにも適合すること。 

① 次のいずれかに適合すること。 

a 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数（共用型指定（介護予防）認知症対

応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数を含む。以下同じ。）のうち、介護福祉士の占

める割合が１００分の７０以上であること。 

b 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護

福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 

 ② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)（１回につき１８単位） 

 次のいずれにも適合すること。 

 ① 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

１００分の５０以上であること。 

 ② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１回につき６単位） 

 次のいずれにも適合すること。 

① 次のいずれかに適合すること。 

a 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

１００分の４０以上であること。 

b 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所の指定（介護予防）認知症対応型通所介護を利用者に

直接提供する職員の総数（共用型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所にあっ

ては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応
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型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

の認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を直接提供する職員

の総数を含む。）のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であ

ること。 

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項通知】 第２の４（２０） 

１．２（２０）④から⑦まで及び３の２（２７）②準用 

 ④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）

の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事

業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月につ

いて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業

を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ

と。なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とす

ること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員

の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合に

ついては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算

が算定されなくなる場合の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

 

② 指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

２．同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合におい

ては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）】  

 

（問１２６）「10 年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、勤続年数は

どのように計算するのか。 

 

（回答）・サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要

件については、 

— 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合
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を要件としたものであり、 

— 介護福祉士の資格を取得してから 10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

— 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種

（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

— 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変

更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行わ

れる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護

職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成２７年４月３０日）】  

 

（問６３）サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、

これまでと同様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の

平均（３月分を除く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した

事業所又は事業を再開した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得

可能となるということでいいのか。 

 

（回答）貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った

月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録

する必要がある。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成２１年３月２３日）】  

 

（問３）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施

に係る要件の留意事項を示されたい。 

 

（回答）訪問介護員等ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間につ

いては定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、

柔軟な計画策定をされたい。 

 また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされ
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ているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格

及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

 なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研

修を実施できるよう策定すること。 

 

 

（１５）高齢者虐待防止措置未実施減算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注２、予防費用基準告示 別表 注２ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

【大臣基準告示】 五十一の十二の二、百二十一の三の四 

 省令第６１条において準用する省令第３条の３８の２に規定する基準（予防省令第３７条の

２）に適合していること。 

 

【留意事項通知】第２の４（２）（第２（５）準用） 

 高齢者虐待防止措置未実施減算においては、事業所において高齢者虐待が発生した場合では

なく、基準第３条３８の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期

的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための

年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置

いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から

３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から

改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から１００分の１に相当

する単位数を減算します。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）】  

 

（問１６７）高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止

するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ

と）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

 

（回答）・減算の適用となる。 

・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 
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（１６）業務継続計画未策定減算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注３、予防費用基準告示 別表 注３ 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定

単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

【大臣基準告示】 五十一の十二の三、百二十一の三の五 

 省令第６１条において準用する省令第３条の３０の２第１項に規定する基準（予防省令第２

８条の２第１項）に適合していること。 

 

【留意事項通知】 第２の４（３）（第３の２（３）準用） 

 業務継続計画未策定減算については、基準第３７条、第３７条の３又は第４０条の１６に

おいて準用する基準第３条の３０の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場

合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基

準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単

位数から減算することとする。 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年５月１７日）】  

 

（問７）業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

 

（回答）・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該

業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

・ なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業

務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継

続計画未策定減算の算定要件ではない。 
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（１７）介護職員等処遇改善加算 

※必ず共通事項のテキストも確認してください。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ニ、予防費用基準告示 別表 ニ 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式によ

る届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型

通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

【大臣基準告示】 五十三（四十八準用）、百二十三（四十八準用） 

 

介護職員等処遇改善加算 

（１）Ⅰ 所定単位数の 181/1000 加算 

（２）Ⅱ 所定単位数の 174/1000 加算 

（３）Ⅲ 所定単位数の 150/1000 加算 

（４）Ⅳ 所定単位数の 122/1000 加算 

 

【留意事項通知】 第２の４（２２）（第２（２１）準用） 

 介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを参照してください。 
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６ その他 

（１）所要時間による区分の取扱い 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１、予防費用基準告示 別表 １の注１ 

 

【留意事項通知】 第２の４（１）（第３の２（１）準用） 

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画に

位置付けられた内容の認知症対応型通所介護を行うための標準的な時間によることとされ

たところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該

利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービスが提供

されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置付け

られた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎

え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支え

ない。）。また、ここでいう認知症対応型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する

時間は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車

椅子への移乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日３０分

以内を限度として、認知症対応型通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 

① 居宅サービス計画及び認知症対応型通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎

研修課程修了者、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（２級課程修了者を含

む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営す

る他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場合 

これに対して、当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等により、実際

の認知症対応型通所介護の提供が認知症対応型通所介護計画上の所要時間よりもやむを得

ず短くなった場合には認知症対応型通所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。な

お、認知症対応型通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、認知症対応型

通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位を行う事業所においては、利用者が同一の日に

複数の単位を利用する場合には、それぞれの単位について所定単位数が算定されること。 
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（２）人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型通所介護 

 

【留意事項通知】 第２の４（２１） 

指定地域密着型サービス基準第４２条又は第４５条（指定地域密着型介護予防サービス基

準第５条又は第８条）に定める員数の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行わ

れた認知症対応型通所介護については、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数を

算定するものとする（通所介護費等の算定方法第６号ロ及びハ）。従業者に欠員が出た場合の

他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている

状態が１か月以上継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導する

ものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を除

き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

 

（３）利用定員を超過した状況で提供された認知症対応型通所介護 

 

【留意事項通知】 第２の１（６） 

月平均の利用者数が運営規程に定められている利用定員を超えてサービスを提供した場

合は、定員超過利用開始月の翌月から解消月まで１００分の７０の単位数で算定する。ただ

し、災害や虐待の受け入れなど、やむを得ない理由によって定員超過が発生した場合には、

定員超過利用開始月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続す

ることがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から減算を行うことはせず、

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員超過利用が継続している場合に、

災害等が生じた月の翌々月から１００分の７０の単位数で算定する。 

 

 

（４）２時間以上３時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合の取扱い 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注４、予防費用基準告示 別表 １の注４ 

 

【留意事項通知】 第２の４（４）（第３の２（４）準用） 

２時間以上３時間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状

況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利

用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービ

ス利用が困難な者（利用者等告示第３６（８９）号）であること。なお、２時間以上３時間

未満の認知症対応型通所介護であっても、認知症対応型通所介護の本来の目的に照らし、単

に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上の

ため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 

 

 

この場合は、所要時間４時間以上５時間未満の場合の所定単位数の１００分の６３に相当す

る単位数を算定する。  
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（５）８時間以上９時間未満の認知症対応型通所介護の前後に連続して延長サービスを行った

場合の加算の取扱い 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注６、予防費用基準告示 別表 １の注６ 

電子処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を

行った指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後

に引き続き所要時間８時間以上９時間未満の指定（介護予防）認知症対応型通所介護を行った

場合又は所要時間８時間以上９時間未満の指定（介護予防）認知症対応型通所介護を行った後

に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定（介護予防）認知症対応型通所

介護の所要時間と当該指定（介護予防）認知症対応型通所介護の前後に行った日常生活上の世

話の所要時間を通算した時間（以下「算定対象時間」という。）が９時間以上となった場合は、

次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

イ  ９時間以上１０時間未満の場合  ５０単位 

ロ １０時間以上１１時間未満の場合 １００単位 

ハ １１時間以上１２時間未満の場合 １５０単位 

ニ １２時間以上１３時間未満の場合 ２００単位 

ホ １３時間以上１４時間未満の場合 ２５０単位 

 

【留意事項通知】 第２の４（６）（第３の２（６）準用） 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の認知症対応型通所介護の前後に連続して日

常生活上の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであり、例えば、 

① ９時間の認知症対応型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の認知症対応型通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５

時間の延長サービスを行った場合には、５時間分の延長サービスとして２５０単位が算

定される。 

また、当該加算は認知症対応型通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の部

分について算定されるものであるため、例えば、 

③ ８時間の認知症対応型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合

には、認知症対応型通所介護と延長サービスの通算時間は１３時間であり、４時間分（＝

１３時間－９時間）の延長サービスとして２００単位が算定される。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、

かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応

じて、適当数の従業者を置いている必要があり、当該事業所の利用者が、当該事業所を利用

した後に、引き続き当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日において当

該事業所の認知症対応型通所介護の提供を受けた場合には算定することはできない。 
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（６）事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に認知症対応型通所介

護を行った場合について 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ３の注１９、予防費用基準告示 別表 １の注１８ 

 単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定（介護予

防）認知症対応型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は単独型・併設型指定（介護予防）

認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所と

同一建物から当該単独型・併設型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所若しくは共用

型指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定（介護予防）認知症対

応型通所介護を行った場合は、１日につき９４単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病

その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場

合は、この限りではない。 

 

【留意事項通知】 第２の４（１８）（第３の２（２２）準用） 

① 「同一建物」の定義 

「同一建物」とは、当該指定認知症対応型通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に指定認知症対応型通所介

護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内

にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

 また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定認知症

対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護事業者と異なる場合であっても該当

するものであること。 

 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事

情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象

とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護

者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、

当該利用者の居住する場所と当該指定地域密着型通所介護事業所の間の往復の移動を介

助した場合に限られること。ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要

とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等

で慎重に検討し、その内容及び結果について認知症対応型通所介護計画に記載すること。

また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。 
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（７）送迎を行わない場合の減算について 

 

利用者が自ら指定認知症対応型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定認知症対

応型通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者

が利用者の居宅と指定認知症対応型通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片

道につき４７単位を減算する。ただし、（６）の減算の対象となっている場合には、当該減算の

対象とはならない。 

 

（８）夜間及び深夜に指定認知症対応型通所介護以外のサービスを実施する場合の運営基準の

厳格化 

 

指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型）が指定認知症対応型通所介護事業所の

設備を利用し夜間及び深夜に指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合には、

当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に当該指定認知症対応型通所介護事業者に係

る指定を行った市町村に届け出ること。 

 

（９）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の取扱い

について 

 

 感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の減少が

生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の５

以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用

型指定認知症対応型通所介護事業所において、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、

利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相

当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に

時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した

月の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

 

 


